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証券コード 1881
2021年６月４日

　
株 主 各 位
　

東京都中央区京橋一丁目19番11号

　

代表取締役社長 吉 川 芳 和
　

第120回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第120回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されております。株主総会に出席される株主様は、株主総会開催
日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜
りますようお願い申し上げます。また、当社の判断に基づき、株主総会会場において株主様の安全確保および感
染拡大防止のため非接触型体温計による体温測定、会場入り口でのアルコール消毒液による手指の消毒、運営ス
タッフのマスク着用等、必要な措置を講じておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
　なお、今後の状況により株主総会会場の変更等運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://www.nippo-c.co.jp/）にてお知らせいたします。
　株主様におかれましては、可能な限り後述のご案内に従って書面またはインターネットにより、2021年６月
22日（火曜日）の営業終了時刻（午後６時20分）までに議決権をご行使賜りますようお願い申し上げます。

　◎書面によって議決権を行使していただく方法
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月22日（火曜日）の営業終了時
刻 （午後６時20分）までに到着するようにご返送ください。

　◎インターネットによって議決権を行使していただく方法
３ページの「インターネットによる議決権行使について」をご確認のうえ、2021年６月22日（火曜日）の
営業終了時刻（午後６時20分）までに賛否をご入力ください。

敬 具
記

１. 日 時 2021年６月23日（水曜日）午前10時
（受付開始時刻は、午前９時を予定しております。）

２．場 所 東京都中央区八重洲一丁目２番16号 ＴＧビル別館６Ｆ ホール６Ａ
（末尾の〈会場のご案内〉をご参照ください。）
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３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第120期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書

類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第120期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役４名選任の件

４．議決権行使に関する事項
　(1)各議案について賛否の記載がない議決権行使書面が提出された場合は、賛成の意思の表示があったものと

して取り扱わせていただきます。
　(2)議決権行使書面またはインターネットにより重複して議決権を行使された場合において、議決権の行使の

内容が異なるものであるときは、最後に到達した議決権の行使を有効なものとして取り扱わせていただき
ます。なお、議決権行使書面とインターネットにより重複して議決権が行使された場合において、同日に
到達したときは、インターネットによる議決権の行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

　(3)代理人によって議決権を行使される株主の方は、本総会において議決権を行使することができる他の株主
１名を代理人に選任して、その議決権を行使されますようお願い申し上げます。

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1.当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
2.連結計算書類のうち連結注記表および計算書類のうち個別注記表につきましては、法令および当社定款第18
条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nippo-c.co.jp/）に掲載しており
ますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりませんが、本招集ご通知の添付書類と同じく監査報告を
作成するに際し、監査役および会計監査人が監査しております。
3.事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を同ウェブ
サイトに掲載させていただきます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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インターネットによる議決権行使について

　
１．議決権行使ウェブサイトについて
　インターネットによる議決権行使は、専用の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）をご
利用いただくことによってのみ可能です。上記のウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内に従
い、議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用の上、任意の新し
いパスワードを設定されますと、賛否のご入力が可能となります。

２．議決権行使について
（1）2021年６月22日（火曜日）午後６時20分までの行使を有効とさせていただきます。
（2）インターネットと書面の双方で行使された場合において、同一の議案に対する議決権の行使の内容が異な

るものであるときは、最後に到達した行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。なお、インタ
ーネットと書面の双方で行使された場合において、同日に到達したときは、インターネットによる行使を
有効なものとして取り扱わせていただきます。

（3）インターネットにより複数回行使された場合において、同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なる
ものであるときは、最後に到達した行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

３．パスワードについて
（1）パスワードは、議決権を行使される方がご本人であることを確認する手段でありますので、本総会終了ま

で大切に保管ください。
（2）今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。
（3）誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、インターネットによる議決権行使ができなくなりま

す。この場合は、画面の案内に沿ってお手続きください。

４．議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について
　議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金
などが必要になる場合がありますが、これらの料金はご負担いただくこととなります。

５．操作方法に関するお問合わせ
　インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明の場合には、下記にお問合わせ
ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
［電 話］0120－652－031 ［受付時間］午前９時～午後９時

以 上
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（添付書類）
事 業 報 告
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

　
１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の概況
　 ① 事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の防止策を講じる中で、各種政策
の効果等により、一部で持ち直しの動きがみられましたが、感染症の再拡大により依然として厳しい状況
が続きました。
　建設業界におきましては、公共投資が堅調に推移したものの、民間設備投資は弱含み、また、労働需給
や原材料価格等の動向に注意を要するなど、依然として厳しい経営環境が続いております。
　このような環境の中、当社および当社連結子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、各社が有
する技術の優位性を活かした受注活動やアスファルト合材等の製品販売の強化に努めてきました。
　当連結会計年度における当社グループの連結業績は次のとおりです。
　受注高は、4,138億8百万円と前期に比べ14.3％の減少、売上高は、4,457億20百万円と前期に比べて
3.9％の増加となりました。
　利益につきましては、経常利益は467億91百万円と前期に比べて22.4％の増加、また、親会社株主に
帰属する当期純利益は310億68百万円と前期に比べて31.7％の増加となりました。
　当社グループの主要事業の概況は以下のとおりです。

　 ＜建設事業＞
　受注工事高は、3,344億12百万円と前期に比べて15.8％の減少、完成工事高は3,661億39百万円と前
期に比べて6.6％の増加となりました。
（舗装土木事業）
　受注工事高は、2,079億73百万円と前期に比べて3.6％の減少、完成工事高は2,144億90百万円と前
期に比べて7.5％の増加となりました。
（一般土木事業）
　受注工事高は、615億73百万円と前期に比べて33.8％の減少、完成工事高は766億88百万円と前期
に比べて4.4％の減少となりました。
（建築事業）
　受注工事高は、648億64百万円と前期に比べて26.7％の減少、完成工事高は749億60百万円と前期
に比べて17.4％の増加となりました。

2021年05月25日 11時24分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



5

　また、主な当期中の完成工事および当期末における未成工事は、次のとおりです。

主要完成工事
　

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

国土交通省 北海道開発局 新千歳空港 末端取付誘導路新設外工事 北 海 道

国土交通省 東北地方整備局 簗川トンネル舗装工事 岩 手 県

国土交通省 東北地方整備局 国道１０６号川井地区舗装工事 岩 手 県

国土交通省 関東地方整備局 H30・31・32大宮維持工事 埼 玉 県

大 成 建 設 株 式 会 社 （仮称）市原市海保地区開発造成工事 千 葉 県

首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 （修）舗装改修工事２－２０３ 東 京 都

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 株 式 会 社 東京高輪水素ステーション 建設（設計・施工）工事 東 京 都

東日本高速道路株式会社新潟支社 上信越自動車道 上越舗装工事 長野県～新潟県

西 脇 市 西脇市新庁舎・市民交流施設建設工事 兵 庫 県

主要未成工事
　

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

大和ハウス工業株式会社 （仮称）北２２東１５プロジェクト新築工事 北 海 道

国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば北サイト試走路周回路改修その他工事 茨 城 県

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 株 式 会 社 市原社宅（ＫＰＩタウン）跡地 解体撤去工事 千 葉 県

国土交通省 関東地方整備局 東京国際空港Ａ滑走路他舗装改良工事 東 京 都

中日本高速道路株式会社東京支社 東名高速道路(特定更新等)御殿場管内舗装補修工事(２０１９年度) 神奈川県～静岡県

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 舗 装 及 び 高 欄 設 置 そ の 他 工 事 （２０１９ － 大 管） 大 阪 府

大 阪 市 水 道 局 柴島浄水場上系配水池改良工事 大 阪 府

フ ジ イ 興 産 株 式 会 社 (仮称)南本町プロジェクト新築工事 大 阪 府

防 衛 省 九 州 防 衛 局 築城（Ｒ２）誘導路整備等土木工事 福 岡 県

国土交通省 九州地方整備局 東九州道（志布志～大崎）甚堀地区外舗装工事 鹿 児 島 県
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　 ＜製造・販売事業＞
　アスファルト合材およびその他の製品販売の売上高は、585億23百万円となり、前期に比べて4.5％の
減少となりました。

　
　 ＜開発事業およびその他の事業＞

　開発事業およびその他の事業の売上高は、それぞれ170億94百万円、39億62百万円となり、前期に比
べてそれぞれ12.9％の減少、15.0％の減少となりました。
なお、開発事業における「ル・サンク小石川後楽園」事業につきまして、当社は、建築確認処分を取り
消されたことにより事業を中断いたしましたが、これにより発生した損害について、2019年５月９日に、
東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、
2019年９月３日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請
求の訴えを同裁判所に提起し、現在、両訴訟は係属中です。また、本事業につきましては、事業継続に向
けて協議中です。

　 ② 設備投資の状況
　当期中に実施した設備投資の総額は201億円であり、主なものは次のとおりであります。なお、所要資
金は、自己資金の一部を充当いたしました。

　 ・製品製造設備用地の取得
　 ・製品製造設備の新設および更新
　 ・開発事業用資産の取得
　 ・施工機械等の増強および更新
　
　 ③ 資金調達の状況
　 特に記載すべき事項はありません。
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（2）財産および損益の状況
　

区 分 第117期
2017年度

第118期
2018年度

第119期
2019年度

当 期
2020年度

受 注 高（百万円） 436,458 416,913 482,597 413,808

売 上 高（百万円） 404,153 413,236 429,066 445,720

経 常 利 益（百万円） 40,345 39,022 38,226 46,791

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 26,610 25,514 23,594 31,068

１株当たり当期純利益 （円） 223.45 214.25 198.13 260.89

総 資 産（百万円） 508,638 521,758 540,774 589,950

純 資 産（百万円） 321,829 343,620 362,273 395,321

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 2,638.91 2,811.27 2,955.74 3,220.49
（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第118期か

ら適用しており、第117期に係る財産および損益の状況については、当該会計基準等を遡って適用した
後の指標等となっております。

（3）重要な親会社および子会社の状況
　 ① 親会社との関係

当社の親会社は、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社で、同社は、当社の株式を67,890千株（議決
権比率57.0％）所有しております。

　
　 ② 重要な子会社の状況
　

名 称 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

大 日 本 土 木 株 式 会 社 2,000 78.5 土木・建築工事の請負

長谷川体育施設株式会社 100 81.2 スポーツ施設工事等の請負

日 鋪 建 設 株 式 会 社 50 100.0 土木・建築工事の請負
　
　 ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　該当事項はありません。
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（4）独占禁止法違反再発防止の取り組みについて
　当社は、一連の独占禁止法違反を踏まえ、子会社を含む当社グループとして再発防止を徹底するため、独
占禁止法遵守に関する規程の整備、研修（集合研修・eラーニング）および外部専門家（弁護士）も交えて
のモニタリングを継続して実施しております。
　

（5）対処すべき課題
　今後の建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移していくことが見込まれるものの、新型コロナウ
イルス感染症の再拡大により、製造業を中心とした民間設備投資が減少する恐れがあり、厳しい経営環境が
予想されます。
　このような環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を講じつつ、技術力の向
上、営業力の強化、原材料価格への適切な対応に努めるとともに、生産性の向上とコスト削減の推進等によ
り、競争力の強化に取り組んでまいります。そして、中長期的な経営ビジョンをもって舗装工事、土木工
事、製品販売における収益基盤の一層の強化を進めるとともに、建築、開発、海外事業等の事業収益の安定
化に努めてまいります。
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（6）主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　当社グループは建設業法に基づく国土交通大臣許可を受けた建設業、およびこれに関連する事業を行って
います。
　その主な事業内容は、次のとおりです。
① 道路工事、舗装工事、水道施設工事、浚渫工事、その他土木工事および建築工事の請負およびこれに関
する企画、調査、設計および監理並びにこれらのコンサルタント業務

② 建設機械器具および建設工事材料製造施設の設計、製作、販売および賃貸並びにこれらのコンサルタン
ト業務

③ 不動産の開発、利用、売買、賃貸、仲介および管理並びに観光、スポーツ、遊戯、飲食等の各施設の経
営および賃貸並びにこれらに関する企画、調査、およびコンサルタント業務

④ 砂利、砂、土石、スラグ、その他各種工事材料等の採取、製造、加工および売買並びにこれらのコンサ
ルタント業務

⑤ 石油・石炭・ガス・化学プラントの企画、設計、建設および監理並びに熱・電気併給設備等の企画、設
計開発、建設および販売

⑥ 土地の環境影響の調査計画立案、調査・分析、コンサルタント並びに浄化工事に関する検査および請負
業務

⑦ 産業廃棄物の処理および製品の売買
⑧ 自動車の販売および賃貸
⑨ 公共施設並びにこれらに準ずる施設の企画、建設、保有、維持管理および運営
⑩ 有料道路の保有、経営、管理、維持

　
（7）主要な営業所および工場（2021年３月31日現在）
　 ① 当社の主要な営業所
　 本社 東京都中央区京橋一丁目19番11号

支店 北海道支店 （札幌市豊平区） 東北支店 （仙台市青葉区）
関東第一支店（東京都新宿区） 関東第二支店（東京都品川区）
北信越支店 （新潟市中央区） 中部支店 （名古屋市中区）
関西支店 （大阪市中央区） 四国支店 （高松市）
中国支店 （広島市南区） 九州支店 （福岡市中央区）
関東建築支店（東京都品川区）

　 ② 当社の主要な工場および施設
　 合材工場 （戸田市、さいたま市西区、横浜市磯子区）
　 総合技術センター・技術研究所（さいたま市西区）
　 ③ 主要な子会社の事業所

大日本土木株式会社 （岐阜市）
長谷川体育施設株式会社（東京都世田谷区）
日鋪建設株式会社 （東京都世田谷区）

2021年05月25日 11時24分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類10

（8）従業員の状況（2021年３月31日現在）
　 ① 企業集団の従業員の状況
　

セグメントの名称 従業員数(人)

舗 装 土 木 事 業 3,310〔 345〕

一 般 土 木 事 業 835〔 122〕

建 築 事 業 546〔 51〕

製 造 ・ 販 売 事 業 1,232〔 29〕

開 発 事 業 43〔 5〕

そ の 他 の 事 業 129〔 4〕

全 社 （共 通） 410〔 79〕

合 計 6,505〔 635〕
（注） 従業員数は就業員数であり、臨時従業員は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しています。
　
　 ② 当社の従業員の状況
　
　

従業員数(人) 前事業年度末比増減(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年)

2,041 〔337〕 △21 〔△21〕 43歳８ヶ月 14年11ヶ月
（注） 従業員数は就業員数であり、臨時従業員は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しています。

（9）主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
　 特に記載すべき事項はありません。
　
（10）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　 特に記載すべき事項はありません。
　 なお、子会社の状況に関しましては、「第120回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示
事項 連結注記表 個別注記表（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）」において、「連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」に記載しております。
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2021年３月31日現在）
① 発行可能株式総数 240,000,000株
② 発行済株式の総数 119,401,836株
③ 株主数 4,090名

　 ④ 大株主（上位10名）
　

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持 株 比 率

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 67,890千株 57.00％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 5,394 4.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信 託 口） 5,312 4.46
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER
INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE
EQUITY TRUST

3,662 3.07

エムエルアイ フォー クライアント ジェネラル オムニ ノ
ン コラテラル ノン トリーティーピービー 2,168 1.82
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユー
エス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ 2,002 1.68
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー
５０５００１ 1,419 1.19
ノーザン トラスト カンパニー（エイブイエフシー）アカウン
ト ノン トリーテイー 1,221 1.02

MSIP CLIENT SECURITIES 1,045 0.87

GOVERNMENT OF NORWAY 882 0.74
　

（注） 持株比率は自己株式（316,372株）を控除して計算しています。
　
（2）新株予約権等の状況
　 該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
　 ① 取締役および監査役の状況（2021年３月31日現在）
　

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 岩 田 裕 美

代表取締役社長 吉 川 芳 和 執行役員社長

代 表 取 締 役 有 重 哲 執行役員副社長 営業第二本部長
取 締 役 宮 崎 匡 弘 専務執行役員 営業第一本部長
取 締 役 橋 本 祐 司 専務執行役員 管理本部長、開発事業本部長、企画部 管掌
取 締 役 沼 尻 理 常務執行役員 舗装事業本部長、環境安全・品質保証部 管掌
取 締 役 木 村 孟

取 締 役 上 田 宗 央 株式会社プロフェッショナルバンク 代表取締役会長
株式会社アッチェ 非常勤取締役

取 締 役 柏 原 孝
常 勤 監 査 役 吉 田 泰 麿
常 勤 監 査 役 神 山 誠
常 勤 監 査 役 伊 東 昭一郎
監 査 役 石 田 祐 幸

監 査 役 苫米地 邦　男 工藤建設株式会社 社外監査役
扶桑電通株式会社 社外取締役（監査等委員）

　

（注）１．当期中の取締役および監査役の異動は、以下のとおりです。
（退任）
取締役 髙 橋 章 次（2020年6月23日任期満了により退任）
取締役 荒 井 明 夫（2020年6月23日任期満了により退任）
取締役 川 田 順 一（2020年6月23日任期満了により退任）
常勤監査役 吉 村 泰次郎（2020年6月23日任期満了により退任）

（新任）
取締役 有 重 哲（2020年6月23日就任）
取締役 柏 原 孝（2020年6月23日就任）
常勤監査役 伊 東 昭一郎（2020年6月23日就任）

２．取締役木村孟氏、上田宗央氏および柏原孝氏は、法令に定める社外取締役です。
３．常勤監査役吉田泰麿氏および監査役石田祐幸氏ならびに苫米地邦男氏は、法令に定める社外監査役
です。
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４．取締役木村孟氏、上田宗央氏および柏原孝氏、監査役石田祐幸氏および苫米地邦男氏は、東京証券
取引所、札幌証券取引所の各規則に定める独立役員として、各取引所に届け出ています。

５．取締役木村孟氏は、土木工学、土質工学を専門とし、東京工業大学において長く教育・研究に携わ
り、同大学の学長を務めるなど、高度の専門知識と大学経営における豊富な経験を有し、また、取
締役上田宗央氏は、株式会社パソナをはじめとする企業の経営を通じ、会社トップとしての豊富な
知見と経験を有し、さらに取締役柏原孝氏は、株式会社内田洋行における企業の経営を通じ、会社
トップとしての豊富な知見と経験を有しており、各氏とも当社経営に対して指導・助言を行い、客
観的かつ公正な立場で経営の監督を行うための相当程度の知見を有しています。

　 これらに基づき、各氏は社外取締役として、当社の経営に対する指導や助言のほか、客観的・専門
的かつ公正な立場による経営の監督を期待しております。

６．常勤監査役吉田泰麿氏は、日本石油株式会社（当時）入社以来経理部門および内部統制部門を担当
し、常勤監査役神山誠氏は、当社の内部統制部長を経験し、常勤監査役伊東昭一郎氏は、当社の経
理部長を経験し、各氏とも財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役石田祐幸氏は、参議院総務および財政金融委員会の調査室長を経験し、また、監査役苫米地
邦男氏は、東京国税局調査第二部長を経験し、両氏とも豊富な専門知識と経験を活かし、客観的か
つ公正な立場で取締役の職務の執行を監査するための相当程度の知見を有しています。

７．取締役木村孟氏は、1998年4月から2009年3月まで独立行政法人大学評価・学位授与機構(現 独
立行政法人大学改革支援・学位授与機構)の機構長を務めておりました。当社は同機構に対して
2001年より2021年まで学術研究助成を目的とした寄附を行っておりますが、当期における寄付額
は、同機構の当期総収入額の0.1%未満です。

８．取締役上田宗央氏が兼職している他の法人と当社との間には、取引関係はございません。また、か
つて代表を務めていた株式会社パソナおよびその主な関係会社と当社との間には、一般的な取引条
件に基づく取引関係がございますが、当期における当社の支払額は、同社の連結売上高の0.1%未満
です。

９．取締役柏原孝氏がかつて代表を務めていた株式会社内田洋行およびその主な関係会社と当社との間
には、一般的な取引条件に基づく取引関係がありますが、当期における当社の支払額は、同社の連
結売上高の0.1%未満です。

10．監査役苫米地邦男氏が兼職している他の法人と当社との間には、一般的な取引条件に基づく取引関
係がございますが、当期における取引額は、扶桑電通株式会社に対する当社の支払額が、同社の連
結売上高の0.1%未満、工藤建設株式会社に対する当社の販売額が、当社の連結売上高の0.1%未満で
す。
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　 ② 責任限定契約の概要
　 取締役木村孟氏、上田宗央氏および柏原孝氏、常勤監査役吉田泰麿氏、神山誠氏および伊東昭一郎
氏、監査役石田祐幸氏および苫米地邦男氏は当社との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任に
ついて、法令に定める最低限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

　 ③ 役員等賠償責任保険の概要
　 ＜役員等賠償責任保険契約に関する事項＞
　 当社は、次のとおり役員等賠償責任保険契約を締結しています。
　 １．被保険者の範囲
　 当社の取締役、監査役、執行役員
　 ２．保険内容の概要

　 （１）被保険者の実質的な保険料の負担割合
　 保険料は会社負担であり、被保険者の保険料負担はありません。
　 （２）補填の対象となる保険事故の概要

　 被保険者が会社役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、被保険者に対
して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することにより
被る損害に対して、保険会社から保険金が支払われます。

　 ④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
　 ＜方針の決定の方法＞

　当社は、独立社外取締役が議長を務め、また、独立社外取締役が構成員の過半を占める報酬諮問委員
会での審議を経たのち、2021年５月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針について、以下のとおり決議いたしました。

＜方針の内容の決定＞
１．報酬額に関する事項
・取締役の役位に応じて支給する「基本報酬」と、会社業績を反映して支給する「賞与」により構成す
る。
　その割合は、報酬全体を100％とした場合、概ね「基本報酬75%：賞与25%」～「基本報酬80%：
賞与20%」とします。
・「基本報酬」は、役位に応じて定額で支給します。その金額は取締役会議長が定めます。
・「賞与」は、役位に応じて定められた標準支給額を基準に、当期純利益を反映して、取締役会議長が
定めます。なお、社外取締役に対して賞与は支給しません。

２．報酬の支給時期
・基本報酬は、当月分の基本報酬を当月25日に支給します。
・賞与（各事業年度（４月～３月）分）は、翌年度の６月にその額を決定し、支給します。
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　 ３．報酬額決定の委任
・取締役の報酬額の決定にあたっては、取締役会の決議をもって、上記「１．」の報酬額に関する事項を
もとに、これを取締役会議長に一任します。
・取締役の報酬額の決定にあたっては、上記「１．」に基づき算出されていることについて、あらかじめ
報酬諮問委員会に説明し、意見を徴します。

＜本事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当社の方針に沿うものであると取締役会が判断した
理由＞
基本報酬については、上記方針に沿って支給されていることを各取締役において確認しております。
また、賞与については、上記方針に沿って本年６月に支給する予定です。

　 ⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額
　

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の金額(百万円) 対象となる
役員の員数
(人)基本報酬 賞与

取締役
(社外取締役を除く。) 322 256 66 9
監査役
(社外監査役を除く。) 48 38 9 3

社外役員(社外取締役) 26 26 － 3
社外役員(社外監査役) 36 31 4 3
（注）１．上記には、当期中に退任した取締役３名、監査役１名に対する支給額を含んでいます。
　 ２．取締役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第105回定時株主総会において年額550百万円以

内と決議いただいています。当該株主総会後の取締役の数は11名です。
３．監査役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第105回定時株主総会において年額120百万円以
内と決議いただいています。当該株主総会後の監査役の数は４名です。

４．支給額には、2021年６月23日に支給予定の当該事業年度に係る役員賞与が含まれています。
　取締役 ６名 66百万円（うち社外取締役－名－百万円）
　監査役 ３名 14百万円（うち社外監査役１名４百万円）

　 ⑥ 社外役員に関する事項
ａ．社外取締役の取締役会への出席の状況
・取締役木村孟氏は、当期に開催された13回の取締役会について13回出席しました。
・取締役上田宗央氏は、当期に開催された13回の取締役会について13回出席しました。
・取締役柏原孝氏は、当期の取締役就任以降に開催された10回の取締役会について10回出席しました。
ｂ．社外取締役のその他の活動状況
・社外取締役の各氏は、取締役会付議事項およびその他の稟議事項のすべてにおいて、事前に企画部長
から説明を受け、客観的かつ公正な立場から、必要に応じて担当役員に質問を行い、意見を述べると
ともに、取締役会において、中長期的な企業価値の向上の観点から、経営の方針や具体的な事案につ
いて質問を行い、意見を述べました。
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ｃ．社外監査役の取締役会および監査役会への出席の状況
・常勤監査役吉田泰麿氏、監査役石田祐幸氏および監査役苫米地邦男氏は、当期に開催された13回の取
締役会、および18回の監査役会について、すべてに出席しました。

ｄ．社外監査役の取締役会および監査役会における発言の状況
・社外監査役の各氏は、取締役会において、会社業務の適正を確保するため、客観的かつ公正な立場か
ら内部統制システムの整備・運用、その他経営全般に係わる諸問題について、必要に応じ質問を行
い、意見を述べました。
・社外監査役の各氏は、監査役会において、取締役および使用人の職務の執行状況等について、必要に
応じ質問を行い、意見を述べました。

ｅ．社外監査役のその他の活動状況
・社外監査役を含む監査役は、定期的に代表取締役との間で当社の中長期的な経営方針ならびにその他
の経営全般に係わる諸問題について意見交換を行い、なお一層の健全な経営に向けて活動しました。
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（4）会計監査人の状況
　 ① 名称 EY新日本有限責任監査法人
　
　 ② 報酬等の額
　
　

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 96百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額 112百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、監
査項目別・階層別監査時間の計画と実績および報酬額の推移、ならびに会計監査人の職務の遂行状
況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に
ついて会社法第399条第1項の同意を行っております。

２．会計監査人監査の対象となる当社の子会社につきましてもEY新日本有限責任監査法人が会計監査人
となっています。

３．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当期に係る報酬等の
額にはこれらの合計額を記載しています。

　③ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「収

益認識基準の適用に関する助言業務」を委託しています。

　 ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会社法第３４０条第１項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、
監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任
後に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。また、監査役会は、会
計監査人の職務執行状況、監査体制、会計監査人としての独立性および専門性などの点において再任が不
適当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い
たします。
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（5）業務の適正を確保するための体制
　＜業務の適正を確保するための体制に関する基本的な考え方およびその整備状況＞
　当社の会社法第362条第4項第6号に規定する体制（内部統制システム）の整備についての決議の内容は、次
の通りです。
　毎年度取締役会による内部統制の整備・運用状況に関する自己評価を実施し、継続的に改善を図っておりま
す。

　 (2020年6月23日取締役会決議)
１．内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
　当社は、次の企業理念と行動指針を定め、全ての役員および従業員は、この企業理念に基づいて日常の業務
を遂行する。

＜企業理念＞ ＜行動指針＞
　わたしたちは 信頼を築く
　確かなものづくりを通して 技を磨き、伝える
　豊かな社会の実現に貢献します 夢をいだき、挑戦する

　
　当社は、この企業理念、行動指針を制定し、ＥＮＥＯＳグループ理念およびＥＮＥＯＳグループ行動基準に
したがって、社会的責任を確実に果たすためＮＩＰＰＯ・ＣＳＲ委員会を設置し、当社グループの持続的な企
業価値の向上を目指す。併せて、ＣＳＲ経営を確実に遂行するために、業務の適正を確保する体制の整備を進
め、次に記載のとおり内部統制システムを構築する。

（１）当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア．取締役は、法令、定款、当社の企業理念および行動指針ならびにＥＮＥＯＳグループ理念およびＥＮＥ
ＯＳグループ行動基準を遵守し、コンプライアンスに関する規程に基づき、職務を執行する。必要に応
じ、コンプライアンス体制にかかる規程を整備する。
イ．コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンス活動について、ＮＩＰＰＯ・ＣＳＲ委員会を通じ
て社長へ定期的に報告し、社長はその諮問に基づき、常に法令遵守の徹底を推進する。
ウ．内部通報制度の設置により、コンプライアンス上の問題点を発見した者が、速やかに通報や相談ができ
る体制を整える。
エ．取締役会については、招集等の手続きならびに決議事項および報告事項の付議基準を定めた「取締役会
規則」により、その適正な運営および審議の充実を図る。
オ．監査役は、常に取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するほか、適宜、取締役および関係者から
報告を受け、決裁書類等の検証を行う。
カ．社外取締役および社外監査役が取締役会の審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の
確保および妥当性の向上を図る。
キ．財務報告の適法性と適正性を確保するための内部統制の仕組みを整える。
ク．「インサイダー取引防止規程」を整備し、重要事実に関する情報の管理および株式等の売買その他取引
について遵守すべき事項を定め、インサイダー取引の未然防止に万全を期する。
ケ．反社会的勢力との関係を遮断するための基本方針を定め、これに基づき業務実態に応じた社内体制、対
応マニュアル等を整備する。
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（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ア．取締役の職務の執行に係る情報は、文書取扱規程および規程類管理規程に基づき、文書または電磁的媒
体に記録し、保存する。
イ．企業情報の適正な使用および個人情報、特定個人情報等を含む機密情報の適切な取扱いのために規程類
を整備し、従業員に対して、その遵守を徹底する。

ウ．取締役および監査役は、上記文書または電磁的媒体を常時閲覧できる。
エ．取締役は、会社法等の法令および金融商品取引所の適時開示規則等に基づき、事業報告、計算書類およ
び連結計算書類ならびに有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行
い、ＩＲ活動に努める。

（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．損失の危険は、権限規程および関係諸規程の定めるところにより管理し、必要に応じてリスク管理に関
する規程を整備する。
イ．全社のリスク管理は、社長が統括する。
ウ．資産整備については資産整備計画を審査し、特に、大型の設備投資については、投資価値を厳密に検証
するとともに、予想されるリスクの識別・分析を適切に行い、投資規模に応じて取締役会・常務会の審
議・決議等を経て実施する。
エ．工事施工における確かなものづくりを推進するため、工事の施工および品質管理の徹底を図る。
オ．「非常災害対策規程」を制定し、地震等の非常時災害に備え、従業員等の安全確保と地域および得意先
に対する救援、復興活動による社会的責任を果たす。

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．執行役員制度を執ることにより、取締役は経営の迅速化、監督機能の強化など経営機能に専念し、業務
執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にし、事業の推進と改善を迅速に進める。
また、本社機構に本部制および管掌役員制を執ることにより、多様化する経営課題に対して迅速かつ機
動的な意思決定を図る。
イ．執行役員等で構成される常務会を設置し、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議す
る。取締役会に付議される案件は、原則として常務会にて稟議決裁される。

ウ．取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執
行状況を監督する。

（５）当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア．企業理念および行動指針の制定、ＥＮＥＯＳグループ理念およびＥＮＥＯＳグループ行動基準の適用に
より、企業活動の根本理念を明確にするとともに企業行動のガイドラインとし、社長が繰り返しその精神
を従業員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の最優先とすることを徹底する。
イ．コンプライアンス委員会は、定期的に遵法状況点検を実施し、日常的な職務が法令および定款に適合し
ていることを確認する。
ウ．内部通報制度の設置およびその周知徹底により、コンプライアンス上の問題点を発見した者が、速やか
に通報や相談ができる体制を整える。
エ．従業員に対しては、さまざまな機会を利用してコンプライアンスの徹底に関する教育を行い、コンプラ
イアンスに基づく適正な業務運営を目的とした研修を実施する。特に、独占禁止法違反および廃棄物処理
法違反の再発防止に重点を置いて、継続的教育を実施する。併せて、実効性あるモニタリングを行って、
遵守状況の確認に努めるとともに、必要に応じ、法令等の遵守体制の見直しを行う。
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オ．内部統制の充実を図るため、内部監査を通じて業務の執行を監査し、監査結果を社長ならびに監査役に
報告する。
カ．財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の規程類を整備し、適正な運用に努めると
ともに、それを評価するための体制を整える。
キ．必要に応じて外部専門家の協力を得て、不正行為の発生防止に向けた体制を整備する。
ク．「インサイダー取引防止規程」を整備し、重要事実に関する情報の管理および株式等の売買その他取引
について遵守すべき事項を定め、インサイダー取引の未然防止に万全を期する。

（６）当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．親会社および当社のグループＣＳＲ組織の活動を通じて、企業集団におけるコンプライアンスをはじめ
とするＣＳＲ体制の確保を図る。
イ．社長をはじめとする当社の取締役および各子会社の社長は、当社が必要に応じて開催するトップミーテ
ィングにより、基本方針の伝達・確認と情報の共有化を図る。またグループ会社の経営計画の進捗状況お
よび重要課題等について意見交換を行い、グループとして企業価値の最大化を目指す。
ウ．子会社の管理および運営に関する規程を整備し、同規程に従って、子会社の重要な業務執行案件は当社
取締役会に適切に報告され、決議される体制を整える。
エ．子会社に対しては、必要に応じて当社の役職員を非常勤取締役または非常勤監査役として派遣し、子会
社の機関を通じて業務の適正の確保に当たるほか、当社の監査役および会計監査人が必要に応じて監査を
実施する。
オ．子会社業務を指導・管理する当社の部署は、子会社から報告を受けて、子会社の職務執行状況を監督す
る。
カ．必要に応じて、子会社ごとに内部統制責任者を選任し、当社の所管部と連携の上、事業の総括的な管理
を行う。
キ．当社における内部通報制度の企業集団内における整備を進める。
ク．子会社に対しては、必要に応じてその役員等を対象とした集合研修を実施するとともに、子会社におけ
る関係諸規程類の整備を指導・助言することによって、法令等違反行為の発生防止体制をはじめとする業
務の適正を確保する体制づくりを進める。

（７）当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．監査役は、兼任・専任または長期・短期等必要に応じ、その職務を補助すべき使用人を置くことを求め
ることができる。

イ．監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分について、監査役会は事前に意見を述べる
ことができ、その意見は尊重されるものとする。
ウ．常務会決議事項、その他の経営上重要な事項および子会社の経営上重要な事項は、監査役に報告すべき
事項とし、重大な法令違反または不正行為の事実、もしくは会社に重大な損失を与える事実の発生あるい
はそのおそれがある場合も、速やかに監査役に報告する。
エ．監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制を整備する。その際、当社における内部通報制度の取扱いに準じた規程を、子会社を含めて整備
する。
オ．当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担する。
カ．その他、当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役と社長の意見交換会を
定期的に開催するほか、必要に応じて、会社の費用負担により、監査役が公認会計士、弁護士等の外部専
門家に相談することができる機会を確保する。
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（6）業務の適正を確保するための体制の運用状況
　＜業務の適正を確保するための体制に関する基本的な考え方に基づく運用状況＞
① 当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　・当社の企業理念および行動指針ならびにＥＮＥＯＳグループの理念および行動基準をイントラネットに
掲載し、職務執行の行動規範として運用しています。

　・当社のコンプライアンス活動状況について、社長を委員長とするＮＩＰＰＯ・ＣＳＲ委員会へ定期的に
報告されるほか、社長は常にＣＳＲおよびコンプライアンス徹底を呼びかけるメッセージを発信してい
ます。

　・「内部通報取扱規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した者が速やかに通報や相談がで
きる体制を整備し、運用しています。

　
② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　・取締役の職務執行に係わる文書は、社内規程に従い管理・記録・保存されており、取締役と監査役は、
その全てを常時閲覧できています。

　・会社情報をホームページ等の適切な手段を用いて、適時開示しています。
　
③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・リスク管理の責任と権限の明確化を図るため、権限規程、個別リスク管理に関する規程を制定し運用す
るほか随時見直しを行っています。

　・確かなものづくりを推進するため、本社および現業事業所が一体となった品質管理体制を整備し運用し
ています。

　・非常災害時の従業員等の安全確保や地域社会・顧客に対する復興支援を円滑に遂行するため、本社およ
び全国各支店において事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しています。

　
④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・執行役員制度を執ることにより、取締役による経営の迅速化および監督機能の強化、執行役員の執行責
任の明確化を図り、事業の推進と改善を進めています。

　・取締役会は、取締役の業務執行状況についての定期的な報告を受け、これを監督しています。
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⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　・当社の企業理念および行動指針ならびにＥＮＥＯＳグループの理念および行動基準をイントラネットに
掲載し、職務執行の行動規範として運用しています。

　・階層別の人事課程研修や部門毎の業務研修を通じて、コンプライアンス教育を継続的に実施していま
す。

　・一連の独占禁止法違反事件を受け、違法行為再発防止策として、全国の従業員を対象とした独占禁止法
研修、法務部門および弁護士による法令遵守状況のモニタリング（書面アンケート調査および個別面談
調査）を実施しています。

　
⑥ 当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
　・当社の企業理念および行動指針ならびにＥＮＥＯＳグループの理念および行動基準について、子会社に
対して研修を行う等により周知徹底を図っています。

　・主要なグループ会社を委員とするグループ会社ＣＳＲ委員会を開催し、ＣＳＲの活動計画や活動実績な
どを共有し、グループ全体としてのＣＳＲ・コンプライアンス体制を確保しています。

　・子会社に対して法令遵守の徹底を指導するほか、子会社において不正行為等が発生した場合に親会社に
対して速やかに報告する体制を整備し運用しています。

　・子会社の役員・従業員を対象としたコンプライアンスを含む経営者法務研修を実施し、グループガバナ
ンス体制の強化に取り組んでいます。

　・子会社に対する監査の実施および所管部による管理指導により、常に子会社の状況の把握に努めていま
す。

　
⑦ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・常務会における審議にあたっては、常務会開催前に、必ず監査役に対して審議事項を提出し、必要に応
じて審議案件の細部について説明しています。

　・コンプライアンス規程において、不正行為等を監査役に報告した者に対する不利益な取扱いの禁止を明
文化しています。

2021年05月25日 11時24分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



23

連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 384,078 流 動 負 債 169,531
現 金 預 金 154,303 支払手形・工事未払金等 74,949
受取手形・完成工事未収入金等 155,870 電 子 記 録 債 務 37,520
電 子 記 録 債 権 4,030 短 期 借 入 金 613
リース債権及びリース投資資産 2,459 未 払 法 人 税 等 10,232
未 成 工 事 支 出 金 18,362 未 成 工 事 受 入 金 19,728
た な 卸 不 動 産 27,028 賞 与 引 当 金 4,472
そ の 他 た な 卸 資 産 2,674 完 成 工 事 補 償 引 当 金 1,151
短 期 貸 付 金 196 工 事 損 失 引 当 金 173
そ の 他 19,483 そ の 他 20,689
貸 倒 引 当 金 △331 固 定 負 債 25,097

固 定 資 産 205,872 長 期 借 入 金 6,090
有 形 固 定 資 産 142,397 繰 延 税 金 負 債 5,144
建 物 及 び 構 築 物 43,151 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 633
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 21,245 退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,647
工 具 器 具 及 び 備 品 1,444 開 発 事 業 損 失 引 当 金 1,303
土 地 74,084 資 産 除 去 債 務 1,276
リ ー ス 資 産 479 そ の 他 7,001
建 設 仮 勘 定 1,991 負 債 合 計 194,629

無 形 固 定 資 産 4,495 純 資 産 の 部
投 資 そ の 他 の 資 産 58,979 株 主 資 本 359,541
投 資 有 価 証 券 53,554 資 本 金 15,324
長 期 貸 付 金 339 資 本 剰 余 金 16,394
繰 延 税 金 資 産 2,525 利 益 剰 余 金 328,078
そ の 他 3,403 自 己 株 式 △256
貸 倒 引 当 金 △843 その他の包括利益累計額 23,972

その他有価証券評価差額金 23,968
為 替 換 算 調 整 勘 定 32
退職給付に係る調整累計額 △28
非 支 配 株 主 持 分 11,807
純 資 産 合 計 395,321

資 産 合 計 589,950 負 債 純 資 産 合 計 589,950
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連 結 損 益 計 算 書
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 445,720
売 上 原 価 370,993
売 上 総 利 益 74,726

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 30,029
営 業 利 益 44,697

営 業 外 収 益
受 取 利 息 37
受 取 配 当 金 1,205
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 8
不 動 産 賃 貸 収 入 118
受 取 補 償 金 284
為 替 差 益 82
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 59
そ の 他 628 2,425

営 業 外 費 用
支 払 利 息 77
支 払 保 証 料 63
不 動 産 賃 貸 経 費 84
そ の 他 106 331
経 常 利 益 46,791

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 335
投 資 有 価 証 券 売 却 益 347 683

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 496
投 資 有 価 証 券 売 却 損 1
減 損 損 失 315 812
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 46,663
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 17,122
法 人 税 等 調 整 額 △2,866 14,256
当 期 純 利 益 32,406
非支配株主に帰 属 す る 当 期 純 利益 1,338
親会社株主に帰 属 す る 当 期 純 利益 31,068
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連結株主資本等変動計算書
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 15,324 16,363 303,668 △255 335,101
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 　 　 △7,145 　 △7,145
親 会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 　 　 31,068 　 31,068
自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △1 △1
自 己 株 式 の 処 分 　 0 　 0 0
連 結 範 囲 の 変 動 　 　 526 　 526
連 結子会社減少に伴う
剰 余 金 減 少 　 　 △26 　 △26
そ の 他 　 31 △13 　 17
株 主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 　 　 　 　 －
当 期 変 動 額 合 計 － 31 24,410 △1 24,440
当 期 末 残 高 15,324 16,394 328,078 △256 359,541
　

その他の包括利益累計額 非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 18,459 63 △1,637 16,886 10,286 362,273
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 　 　 　 － 　 △7,145
親 会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 　 　 　 － 　 31,068
自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 － 　 △1
自 己 株 式 の 処 分 　 　 　 － 　 0
連 結 範 囲 の 変 動 　 　 　 － 　 526
連 結子会社減少に伴う
剰 余 金 減 少 　 　 　 － 　 △26
そ の 他 　 　 　 － 　 17
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 5,508 △31 1,608 7,086 1,521 8,607
当 期 変 動 額 合 計 5,508 △31 1,608 7,086 1,521 33,047
当 期 末 残 高 23,968 32 △28 23,972 11,807 395,321
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貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 247,483 流 動 負 債 119,521
現 金 預 金 116,088 支 払 手 形 772
受 取 手 形 2,978 工 事 未 払 金 27,379
完 成 工 事 未 収 入 金 64,926 買 掛 金 5,398
売 掛 金 8,698 電 子 記 録 債 務 23,148
電 子 記 録 債 権 2,880 リ ー ス 債 務 591
販 売 用 不 動 産 2,508 未 払 金 7,075
製 品 19 未 払 費 用 666
未 成 工 事 支 出 金 4,263 未 払 法 人 税 等 4,821
開 発 事 業 等 支 出 金 24,498 未 成 工 事 受 入 金 8,096
エ ク イ テ ィ 出 資 5,116 関 係 会 社 預 り 金 35,827
材 料 貯 蔵 品 144 賞 与 引 当 金 3,541
未 収 入 金 1,826 完 成 工 事 補 償 引 当 金 970
有 償 支 給 未 収 入 金 3,100 工 事 損 失 引 当 金 101
そ の 他 10,703 そ の 他 1,130
貸 倒 引 当 金 △270 固 定 負 債 15,531

固 定 資 産 191,730 リ ー ス 債 務 974
有 形 固 定 資 産 123,025 繰 延 税 金 負 債 4,594
建 物 及 び 構 築 物 36,300 退 職 給 付 引 当 金 1,508
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 17,665 開 発 事 業 損 失 引 当 金 1,303
工 具 器 具 及 び 備 品 1,214 預 り 保 証 金 敷 金 5,883
土 地 64,560 資 産 除 去 債 務 1,267
リ ー ス 資 産 1,366 負 債 合 計 135,053
建 設 仮 勘 定 1,917 純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産 3,962 株 主 資 本 280,943
投 資 そ の 他 の 資 産 64,743 資 本 金 15,324
投 資 有 価 証 券 46,457 資 本 剰 余 金 15,916
関係会社株式・関係会社出資金 15,018 資 本 準 備 金 15,913
長 期 貸 付 金 1,813 そ の 他 資 本 剰 余 金 3
破 産 更 生 債 権 等 4 利 益 剰 余 金 249,959
長 期 前 払 費 用 175 利 益 準 備 金 3,731
そ の 他 1,505 そ の 他 利 益 剰 余 金 246,228
貸 倒 引 当 金 △231 固定資産圧縮積立金 1,160

別 途 積 立 金 218,950
繰 越 利 益 剰 余 金 26,117

自 己 株 式 △256
評 価 ・ 換 算 差 額 等 23,217
その他有価証券評価差額金 23,217
純 資 産 合 計 304,161

資 産 合 計 439,214 負 債 純 資 産 合 計 439,214
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損 益 計 算 書
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高
完 成 工 事 高 166,060
製 品 売 上 高 24,271
開 発 事 業 等 売 上 高 33,407 223,739

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 145,822
製 品 売 上 原 価 17,606
開 発 事 業 等 売 上 原 価 24,500 187,929

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 20,238
製 品 売 上 総 利 益 6,665
開 発 事 業 等 総 利 益 8,906 35,809

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,796
営 業 利 益 21,012

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,763
不 動 産 賃 貸 収 入 158
為 替 差 益 13
受 取 補 償 金 284
そ の 他 201 4,422

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11
支 払 保 証 料 21
不 動 産 賃 貸 経 費 75
そ の 他 16 125
経 常 利 益 25,310

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 319
関 係 会 社 株 式 売 却 益 20 340

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 469
減 損 損 失 315 784
税 引 前 当 期 純 利 益 24,866
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,674
法 人 税 等 調 整 額 △2,793 5,881
当 期 純 利 益 18,984
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株主資本等変動計算書
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計特別償却

準 備 金
固定資産
圧縮積立金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 15,324 15,913 2 15,916 3,731 7 1,161 213,950 19,269 238,119 △255 269,105
当 期 変 動 額
特別償却準備金の取崩 　 　 　 　 　 △7 　 　 7 － 　 －
固定資産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 　 　 △0 　 0 － 　 －
別 途 積 立 金 の 積 立 　 　 　 　 　 　 　 5,000 △5,000 － 　 －
剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 　 　 　 △7,145 △7,145 　 △7,145
当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 　 　 　 18,984 18,984 　 18,984
自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － △1 △1
自 己 株 式 の 処 分 　 　 0 0 　 　 　 　 　 － 0 0
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額（純額） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 －

当 期 変 動 額 合 計 － － 0 0 － △7 △0 5,000 6,848 11,839 △1 11,837
当 期 末 残 高 15,324 15,913 3 15,916 3,731 － 1,160 218,950 26,117 249,959 △256 280,943

　
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 17,593 17,593 286,698
当 期 変 動 額
特別償却準備金の取崩 　 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 　 － －
別 途 積 立 金 の 積 立 　 － －
剰 余 金 の 配 当 　 － △7,145
当 期 純 利 益 　 － 18,984
自 己 株 式 の 取 得 　 － △1
自 己 株 式 の 処 分 　 － 0
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額（純額） 5,624 5,624 5,624

当 期 変 動 額 合 計 5,624 5,624 17,462
当 期 末 残 高 23,217 23,217 304,161
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連結計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
2021年５月19日

株式会社ＮＩＰＰＯ
　取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 森 夫 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 聡 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＮＩＰＰＯの2020年４月１日から2021年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＮＩ
ＰＰＯ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
2021年５月19日

株式会社ＮＩＰＰＯ
　取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 森 夫 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 聡 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＮＩＰＰＯの2020年４月１日から2021年３月31日ま
での第120期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第120期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報
告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業
務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等
と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用
人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等およびEY新日本有限責任監
査法人から当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いた
しました。
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２．監査の結果
　（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を
含め、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　2021年５月19日
株式会社ＮＩＰＰＯ 監査役会
常勤社外監査役 吉 田 泰 麿 ㊞
常 勤 監 査 役 神 山 誠 ㊞
常 勤 監 査 役 伊 東 昭一郎 ㊞
社 外 監 査 役 石 田 祐 幸 ㊞
社 外 監 査 役 苫米地 邦　男 ㊞

　
以 上
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株主総会参考書類
　
第１号議案　剰余金処分の件
　 剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
　 １．期末配当に関する事項

第120期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下
のとおりといたしたいと存じます。

　 ① 配当財産の種類
　 金銭
　 ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　 当社普通株式１株につき金80円（普通配当80円）
　 総額9,526,837,120円
　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　 2021年６月24日
　
　 ２．その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、次のとおりといたし
たいと存じます。

　 ① 増加する剰余金の項目とその額
　 別途積立金 7,000,000,000円
　 ② 減少する剰余金の項目とその額
　 繰越利益剰余金 7,000,000,000円
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第２号議案　取締役９名選任の件
　 現在の取締役全員（９名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。
　 つきましては、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　 取締役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

１

吉
よ し か わ よ し か ず
川 芳 和

（1955年７月６日）

1979 年４月 当社入社
2012 年４月 当社執行役員北海道支店長
2015 年４月 当社常務執行役員建築事業統括部長
2015 年６月 当社取締役、常務執行役員

総合技術部、エンジニアリング部、建築事業統括部
(＊)、海外支店 管掌
＊2016年４月より建築事業企画室、建築部に改組

2016 年６月 当社代表取締役、常務執行役員
技術本部長、建築事業本部長、開発事業本部長
環境安全・品質保証部、海外支店(＊) 管掌
＊2018年４月より改組に伴い、海外支店管掌から
　海外事業本部長に変更

2018 年６月 当社代表取締役、執行役員社長
建築事業本部長、海外事業本部長

2020 年６月 当社代表取締役、執行役員社長（現任）

4,000株

【取締役候補者とした理由】
　企業経営に関する高い見識と豊富な経験を有するとともに、職務の執行について善管注意義務・
　忠実義務を適切に果たし、リーダーシップを発揮して当社ならびに当社グループの持続的成長と
　企業価値の向上に貢献する資質を有していると認められるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

２

有
あり
　重
しげ
　 哲

さとし

（1957年10月１日）

1980 年４月 日本石油株式会社入社
2008 年４月 新日本石油株式会社ＣＳＲ推進部長
2010 年４月 ＪＸホールディングス株式会社総務部長
2014 年６月 ＪＸ日鉱日石ビジネスサービス株式会社

代表取締役社長
2016 年４月 ＪＸ不動産株式会社代表取締役社長
2017 年４月 ＪＸＴＧエネルギー株式会社取締役

副社長執行役員 社長補佐（秘書室・監査部・
内部統制部･総合企画部･事業改革推進部･経理部･
人事部･広報部･ＩＴ戦略部･情報システム部･
総務部･法務部･危機管理部･購買部）

2020 年４月 同社取締役
2020 年６月 当社代表取締役、執行役員副社長

営業第二本部長（現任）

1,000株

【取締役候補者とした理由】
　ＪＸＴＧエネルギー株式会社（当時）の取締役・副社長執行役員、ＪＸグループ会社（当時）の
　代表取締役社長として豊富な知見と経験を有し、また、企業関係法制、コーポレートガバナンス
　に関する事項についても精通しており、職務の執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果
　たし、リーダーシップを発揮して当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢
　献する資質を有していると認められるため。

３

橋
はし
　本
もと
　祐
ゆう
　司

じ

（1956年８月24日）

1979 年４月 当社入社
2006 年４月 当社企画部長
2014 年４月 当社執行役員企画部長
2016 年４月 当社常務執行役員
2016 年６月 当社取締役、常務執行役員

企画部、人事部、総務部、経理部、内部統制部 管掌
2017 年４月 当社取締役、常務執行役員

管理本部長 企画部 管掌
2018 年６月 当社取締役、常務執行役員

管理本部長、開発事業本部長、企画部 管掌
2019 年４月 当社取締役、専務執行役員

管理本部長、開発事業本部長、
企画部 管掌（現任）

2,000株

【取締役候補者とした理由】
　当社の経営企画業務全般に精通しており、また、職務の執行について善管注意義務・忠実義務を
　適切に果たし、当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献するための資質
　を有していると認められるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

４

宮
みや
　崎
ざき
　匡
まさ
　弘
ひろ

（1957年１月12日）

1979 年４月 当社入社
2013 年４月 当社執行役員関東第二支店長
2016 年４月 当社常務執行役員
2016 年６月 当社取締役、常務執行役員

営業第一本部長
2017 年４月 当社取締役、常務執行役員

営業第一本部長、営業第一部長
2018 年10月 当社取締役、常務執行役員

営業第一本部長
2019 年４月 当社取締役、専務執行役員

営業第一本部長（現任）

2,400株

【取締役候補者とした理由】
　当社の本・支店の営業活動全般に精通しており、また、職務の執行について善管注意義務・忠実
　義務を適切に果たし、当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献するため
　の資質を有していると認められるため。

５

沼
ぬま
　尻
じり
　 理

おさむ

（1959年６月22日）

1982 年４月 当社入社
2014 年４月 当社中国支店長
2015 年４月 当社執行役員中国支店長
2018 年４月 当社常務執行役員
2018 年６月 当社取締役、常務執行役員

舗装事業本部長
環境安全・品質保証部、購買室 管掌

2020 年４月 当社取締役、常務執行役員
舗装事業本部長
環境安全・品質保証部 管掌（現任）

1,000株

【取締役候補者とした理由】
　当社の中核事業である工事、合材事業に精通しており、また、職務の執行について善管注意義務
　・忠実義務を適切に果たし、当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献す
　るための資質を有していると認められるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

６

※中
なか
　田

だ
　尚
なお
　行
ゆき

（1957年12月31日）

1983 年４月 当社入社
2016 年４月 当社合材部長
2017 年４月 当社四国支店長
2019 年４月 当社執行役員四国支店長
2020 年４月 当社常務執行役員
2020 年６月 当社常務執行役員

技術本部長、建築事業本部長、
海外事業本部長（現任）

1,000株

【取締役候補者とした理由】
　企業経営に関する高い見識と豊富な経験を有するとともに、職務の執行について善管注意義務・
　忠実義務を適切に果たし、当社ならびに当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献する
　ための資質を有していると認められるため。

７

木
き
　村
むら
　 孟

つとむ

（1938年３月８日）

1961 年４月 当社入社
1965 年６月 当社退社

東京工業大学理工学部助手
1982 年３月 同大学工学部教授
1993 年10月 同大学学長
1997 年10月 ケンブリッジ大学招聘研究員
1998 年３月 東京工業大学 定年退官

同大学名誉教授
1998 年４月 学位授与機構 機構長
2009 年３月 独立行政法人大学評価・学位授与機構

任期満了退職
2009 年４月 文部科学省顧問

独立行政法人大学評価・学位授与機構特任教授
2012 年９月 当社顧問
2015 年３月 文部科学省 退職
2015 年４月 独立行政法人大学評価・学位授与機構顧問
2015 年６月 当社取締役（現任）
2016 年４月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構顧問

（現任）

1,000株

【社外取締役候補者とした理由】
土木工学、土質工学を専門とし、東京工業大学において長く教育・研究に携わり、また同大学の
学長を務めるなど、高度の専門知識と大学経営における豊富な経験を有していることから、当社
経営に対して有益な指導・助言を行い、客観的かつ公正な立場で経営の監督を行うことが期待で
きるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

８

上
うえ
　田

だ
　宗
むね
　央
あき

（1948年１月１日）

1971 年４月 ブリストルマイヤーズ株式会社入社
1983 年８月 株式会社テンポラリーセンター入社
1988 年１月 株式会社パソナ

常務取締役国際事業部長 兼 事業開発部長 兼
株式会社パソナアメリカ代表取締役社長

2000 年６月 株式会社パソナ代表取締役社長
2004 年10月 株式会社プロフェッショナルバンク

代表取締役社長
2007 年４月 同社代表取締役会長（現任）
2009 年10月 株式会社アッチェ代表取締役社長
2011 年６月 同社非常勤取締役（現任）

ＩＴホールディングス株式会社
（現ＴＩＳ株式会社）社外監査役

2017 年６月 当社取締役（現任）

2,000株

【社外取締役候補者とした理由】
株式会社パソナをはじめとする企業の経営を通じ、会社トップとしての豊富な知見と経験を有し
ており、建設業界以外の視点に立った経営に対する有益な指導・助言を行い、客観的かつ公正な
立場で経営の監督を行うことが期待できるため。

９

柏
かし
　原
はら
　 孝

たかし

（1950年５月10日）

1973 年４月 株式会社内田洋行入社
1998 年７月 同社北海道支社長
2003 年10月 同社取締役九州支社長
2006 年７月 同社取締役 常務執行役員

　 マーケティング本部長
2007 年７月 同社取締役 専務執行役員

　 管理本部長 兼 マーケティング本部長
2008 年７月 同社代表取締役社長
2014 年７月 同社代表取締役会長
2018 年10月 同社相談役
2020 年６月 当社取締役（現任）
2020 年８月 株式会社内田洋行特別顧問（現任）

1,000株

【社外取締役候補者とした理由】
株式会社内田洋行における企業の経営を通じ、会社トップとしての豊富な知見と経験を有してお
り、建設業界以外の視点に立った経営に対する有益な指導・助言を行い、客観的かつ公正な立場
で経営の監督を行うことが期待できるため。
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（注） １．※は新任の取締役候補者であります。
　 ２．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

３．当社は次のとおり役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が選任された場合には、当該
保険契約の被保険者となります。当該保険契約は、2021年９月１日に更新する予定であります。

　〈役員等賠償責任保険契約の概要〉
　 （１）被保険者の実質的な保険料の負担割合
　 保険料は会社負担であり、被保険者の保険料負担はありません。
　 （２）補填の対象となる保険事故の概要

　被保険者が会社役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、被保
険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負
担することにより被る損害に対して、保険会社から保険金が支払われます。

４．社外取締役候補者木村孟氏、上田宗央氏、および柏原孝氏が選任された場合には、当社は当該三氏
との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める最低限度額を限度とする
責任限定契約をそれぞれ締結する予定です。

５．木村孟氏、上田宗央氏および柏原孝氏は、法令に定める社外取締役候補者であります。
６．社外取締役候補者木村孟氏について
　a.木村孟氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって６年となります。
　b.当社は、同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の規程に定める独立役員として、各取引所に届け
出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。

　c.同氏は、1998年4月から2009年3月まで独立行政法人大学評価・学位授与機構(現 独立行政法人
大学改革支援・学位授与機構)の機構長を務めておりました。当社は同機構に対して2001年より
2021年まで学術研究助成を目的とした寄附を行っておりますが、当期における寄付額は、同機構
の当期総収入額の0.1%未満です。

　d.同氏は土木工学、土質工学を専門とし、高度の専門知識と豊富な経験から、当社経営に対して有益
な指導・助言をいただきました。また、指名諮問委員会委員長および報酬諮問委員会委員長として
これらの委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。

７．社外取締役候補者上田宗央氏について
　a.上田宗央氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
　b.上田宗央氏が兼職している他の法人と当社との間には、取引関係はございません。また、かつて代
表を務めていた株式会社パソナおよびその主な関係会社と当社との間には、一般的な取引条件に基
づく取引関係がございますが、当期における当社の支払額は、同社の連結売上高の0.1%未満です。

　c.当社は、同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の規程に定める独立役員として、各取引所に届け
出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。

　d.同氏は会社トップとしての豊富な知見と経験を有しており、建設業界以外の視点に立った経営に対
する有益な指導・助言をいただきました。また、指名諮問委員会委員および報酬諮問委員会委員と
してこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
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８．社外取締役候補者柏原孝氏について
　a.柏原孝氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
b.柏原孝氏がかつて代表を務めていた株式会社内田洋行およびその主な関係会社と当社との間には、
一般的な取引条件に基づく取引関係がございますが、当期における当社の支払額は、同社の連結売
上高の0.1%未満です。

　c.当社は、同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の規程に定める独立役員として、各取引所に届け
出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。

　d.同氏は会社トップとしての豊富な知見と経験を有しており、建設業界以外の視点に立った経営に対
する有益な指導・助言をいただきました。また、指名諮問委員会委員および報酬諮問委員会委員と
してこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
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第３号議案　監査役４名選任の件
　 本総会の終結の時をもって、常勤監査役吉田泰麿氏および神山誠氏、監査役石田祐幸氏および苫米地邦男
　氏は任期満了となります。
　 つきましては、新任監査役候補者２名を含む、監査役４名の選任をお願いしたいと存じます。
　 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　 監査役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

１

※飯
いい
　塚
づか
　直
なお
　久
ひさ

（1959年３月１日）

1981 年４月 当社入社
2016 年４月 当社環境安全・品質保証部長
2019 年４月 日鋪建設株式会社理事
2019 年６月 同社専務取締役（現任）

0株

【監査役候補者とした理由】
企業経営に関する高い見識と豊富な経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行する資
質を有していると認められるため。

２

※立
つい
　木

き
達
とおる

（1962年９月１日）

1985 年４月 日本石油株式会社入社
2014 年４月 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 経理部長
2017 年４月 ＪＸビジネスサービス株式会社取締役 事業３部長
2020 年４月 同社常務取締役
2021 年４月 ＥＮＥＯＳ株式会社社長付（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
日本石油株式会社（当時）入社以降、経理部門を担当し、財務および会計等に関する豊富な識見
を有しており、監査役としての職務を適切に遂行する資質を有していると認められるため。

３

石
いし
　田

だ
　祐
ゆう
　幸
こう

（1944年５月27日）

1970 年４月 経済企画庁入庁
1995 年６月 経済企画庁長官官房企画課長
1996 年７月 国土庁長官官房審議官
1999 年７月 参議院総務委員会調査室長
2001 年７月 参議院財政金融委員会調査室長
2004 年８月 日本生活協同組合連合会
2008 年１月 株式会社伊藤園顧問
2009 年６月 当社監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
参議院総務および財政金融委員会の調査室長を経験し、豊富な経験と専門的な知識を活かし、監
査役として客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査するための資質を有していると認
められるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

４

苫 米
とま べ

地
ち
　邦
くに
男
お

（1950年８月18日）

1969 年４月 札幌国税局入局
2000 年７月 芝税務署副署長
2005 年７月 東京国税局総務部考査課長
2007 年７月 東京国税局課税第一部課税総括課長
2009 年７月 東京国税局調査第二部長
2011 年８月 苫米地税理士事務所開業
2016 年９月 工藤建設株式会社社外監査役(現任)
2016 年12月 扶桑電通株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017 年６月 当社監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
東京国税局調査第二部長を経験し、豊富な経験と税務全般の専門知識を活かし、監査役として客
観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査するための資質を有していると認められるため。

（注）１．※は新任監査役候補者であります。
　 ２．各候補者と当社との間には、いずれも特別な利害関係はありません。

３．当社は次のとおり役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が選任された場合には、当該
保険契約の被保険者となります。当該保険契約は、2021年９月１日に更新する予定であります。

　〈役員等賠償責任保険契約の概要〉
　 （１）被保険者の実質的な保険料の負担割合
　 保険料は会社負担であり、被保険者の保険料負担はありません。
　 （２）補填の対象となる保険事故の概要

　被保険者が会社役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、被保
険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負
担することにより被る損害に対して、保険会社から保険金が支払われます。

４．常勤監査役候補者の飯塚直久氏、立木達氏、監査役候補者の石田祐幸氏、苫米地邦男氏が選任され
た場合には、当社は、当該四氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に
定める最低限度額を限度とする責任限定契約をそれぞれ締結する予定です。

５．立木達氏、石田祐幸氏および苫米地邦男氏は、法令に定める社外監査役候補者であります。
６．社外監査役候補者立木達氏について
　a.立木達氏は、過去10年間において、当社の特定関係事業者であるＪＸ日鉱日石エネルギー株式会
社（当時）ならびにＪＸビジネスサービス株式会社（当時）の業務執行者になったことがありま
す。同氏の当該各会社における過去10年間の業務執行者としての地位および担当は「略歴、地位
および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
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７．社外監査役候補者石田祐幸氏について
　a.石田祐幸氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって12年となります。
　b.当社は、同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の規程に定める独立役員として、各取引所に届け
出ており、同氏が監査役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。
c.当社における一連の独占禁止法違反事件につきまして、同氏は違反行為が判明するまで当該事実
を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行っ
ております。違反行為の判明後は、当該事実の徹底した調査および再発防止に向けた取り組みの提
言を行うなど、その職責を果たしております。

８．社外監査役候補者苫米地邦男氏について
　a.苫米地邦男氏の当社社外監査役就任期間は本総会の終結の時をもって４年となります。
b.当社は、同氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の規程に定める独立役員として、各取引所に届け
出ており、同氏が監査役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。
c.同氏が兼職している他の法人と当社との間には、一般的な取引条件に基づく取引関係がございます
が、当期における取引額は、扶桑電通株式会社に対する当社の支払額が、同社の連結売上高の
0.1%未満、工藤建設株式会社に対する当社の販売額が、当社の連結売上高の0.1%未満です。

　d.当社における一連の独占禁止法違反事件につきまして、同氏は違反行為が判明するまで当該事実
を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行っ
ております。違反行為の判明後は、当該事実の徹底した調査および再発防止に向けた取り組みの提
言を行うなど、その職責を果たしております。

　 以 上
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〈メ モ 欄〉
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みずほ信託銀行
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り

大手町駅

永代通り

コレド日本橋
日本橋駅

サピアタワー

日本橋口

丸
の
内
ト
ラ
ス
ト
タ
ワ
ー

大丸

外
堀
通
り

柳屋ビル

東京建物日本橋ビル

銀
座
線 髙島屋

東
京
駅

セブン
イレブン丸

善

新
鉄
鋼
ビ
ル

ホテル
龍名館東京

三井住友銀行
呉服橋ビル

Ａ１

Ｂ５

ベルサール
八重洲

八重洲北口

ＴＧビル別館６Ｆ
ホール６Ａ

ローソン

ナチュラル
ローソン

〈会場のご案内〉
　

会場 東京都中央区八重洲一丁目2番16号
ＴＧビル別館６Ｆ ホール６Ａ
電話（03）3563－6751（代表）

　

　
〈交通のご案内〉
　 ① ＪＲ東京駅（日本橋口）より徒歩４分
　 ② 東京メトロ銀座線・東西線 日本橋駅（Ａ１口）より徒歩１分
　 ③ 東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅（Ｂ５口）より徒歩３分
　 <お願い> お車でのご来場はご遠慮ください。
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